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報 告 第 ５ 号 
令和７年度登米市一般会計補正予算（専決第１号）に係る専決処

分の報告について 

 

本件は、令和７年度登米市一般会計補正予算（専決第１号）について、地方自

治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 180 条第１項の規定により専決処分したので、

同条第２項の規定により、議会に報告するものであります。 

 

 

報 告 第 ６ 号 
登米市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例に係る専決処分の報告について 

 

本件は、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準（平成 26 年厚生労働省

令第 61 号）の一部改正が令和７年４月１日から施行されることに伴い、本条例の

一部改正について、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 180 条第１項の規定

により専決処分したので、同条第２項の規定により、議会に報告するものであり

ます。                      （新旧対照表６ページ） 

 

 

報 告 第 ７ 号 

登米市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例に係る専決処分の報

告について 

 

本件は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育

て支援施設等の運営に関する基準（平成 26 年内閣府令第 39 号）が令和７年４月

１日から施行されることに伴い、本条例の一部改正について、地方自治法（昭和

22 年法律第 67 号）第 180 条第１項の規定により専決処分したので、同条第２項

の規定により、議会に報告するものであります。   （新旧対照表 10 ページ） 
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報 告 第 ８ 号 

地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整

備に関する条例の一部を改正する条例に係る専決処分の報告に

ついて 

 

本件は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律（令和６年

法律第 72 号）の施行による、地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律

第 63 号）の改正に伴う、本条例の一部改正について、地方自治法（昭和 22 年法

律第 67 号）第 180 条第１項の規定により専決処分したので、同条第２項の規定に

より、議会に報告するものであります。       （新旧対照表 14 ページ） 

 

議案第 36 号 令和６年度登米市一般会計補正予算（第 10 号） 

議案第 37 号 令和６年度登米市国民健康保険特別会計補正予算（第６号）  

議案第 38 号 令和６年度登米市介護保険特別会計補正予算（第５号）  

議案第 39 号 令和６年度登米市土地取得特別会計補正予算（第２号）  

 

 本案は、議案第 36 号令和６年度登米市一般会計補正予算（第 10 号）から議案

第 39 号令和６年度登米市土地取得特別会計補正予算（第２号）までについて、各

種会計予算の補正を行うものであります。 

一般会計については、歳入歳出予算の総額からそれぞれ４億 187 万９千円を減

額し、予算の総額を歳入歳出それぞれ 477 億 4,293 万９千円とするものでありま

す。 

その主な内容として、歳出では、ふるさと応援寄附金基金積立金 9,000 万円な

どを増額する一方、各種事業の確定などに伴い、新型コロナウイルスワクチン接

種体制確保事業１億 220 万４千円、宮城県東部消防通信指令事務協議会負担金１

億 2,678 万７千円、東和地域小学校施設整備事業１億 117 万円などを減額して計

上しております。 

歳入では、地方消費税交付金１億 3,359 万８千円などを増額する一方、財政調

整基金などの繰入金３億 2,096 万円、市債１億 9,160 万円などを減額して計上し

ております。 

また、継続費補正として変更１件、繰越明許費補正として追加４件、地方債補

正として追加２件、変更 12 件を計上しております。 

特別会計については、国民健康保険特別会計の歳出で、保険給付費 2,753 万１

千円の減額などを、介護保険特別会計の歳出で、総務費 620 万７千円の減額を、

土地取得特別会計の歳出で、諸支出金５千円を増額して計上しております。 
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議案第 40 号 令和７年度登米市一般会計補正予算（第１号） 

議案第 41 号 令和７年度登米市介護保険特別会計補正予算（第１号）  

 

 本案は、議案第 40 号令和７年度登米市一般会計補正予算（第１号）及び議案第

41 号令和７年度登米市介護保険特別会計補正予算（第１号）について、予算の補

正を行うものであります。 

 一般会計については、歳入歳出予算の総額にそれぞれ 44 万円を追加し、予算の

総額を歳入歳出それぞれ 496 億 1,617 万円とするものであります。 

その内容として、歳出では、介護保険特別会計繰出金 44 万円を増額し、歳入で

は財政調整基金繰入金 44 万円を増額して計上しております。 

 特別会計については、介護保険特別会計の歳出で、介護保険システム改修業務

委託料 88 万円を増額して計上しております。 

 

 

議案第 42 号 
登米市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条

例について 

 

本案は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する

法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律（令和６年法律第 42

号）の施行による、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉

に関する法律（平成３年法律第 76 号）の改正に伴い、超過勤務の免除対象者の見

直し、介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度に関する周知の強化等に

ついて所要の改正を行うため、本条例の一部を改正するものであります。 

（新旧対照表 15 ページ） 
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報告第６号関係 

登米市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例 新旧対照表 

改 正 案 現   行 

第１条～第６条 （略） 第１条～第６条 （略） 

（保育所等との連携） （保育所等との連携） 

第７条 家庭的保育事業者等（居宅訪問型保育事業を行う者（以下「居

宅訪問型保育事業者」という。）を除く。以下この条、次条第１項、

第15条第１項及び第２項、第16条第１項、第２項及び第５項、第17条

並びに第18条第１項から第３項まで並びに附則第４項において同じ。）

は、利用乳幼児に対する保育が適正かつ確実に行われ、及び家庭的保

育事業者等による保育の提供の終了後も満３歳以上の児童に対して必

要な教育（教育基本法（平成18年法律第120号）第６条第１項に規定

する法律に定める学校において行われる教育をいう。以下この条にお

いて同じ。）又は保育が継続的に提供されるよう、次に掲げる事項に

係る連携協力を行う保育所、幼稚園又は認定こども園（以下「連携施

設」という。）を適切に確保しなければならない。ただし、連携施設

の確保が著しく困難であると市が認める地域において家庭的保育事業

等（居宅訪問型保育事業を除く。第17条第２項第３号において同じ。）

を行う家庭的保育事業者等については、この限りでない。 

第７条 家庭的保育事業者等（居宅訪問型保育事業を行う者（以下「居

宅訪問型保育事業者」という。）を除く。以下この条、次条第１項、

第15条第１項及び第２項、第16条第１項、第２項及び第５項、第17条

並びに第18条第１項から第３項まで並びに附則第４項において同じ。）

は、利用乳幼児に対する保育が適正かつ確実に行われ、及び家庭的保

育事業者等による保育の提供の終了後も満３歳以上の児童に対して必

要な教育（教育基本法（平成18年法律第120号）第６条第１項に規定

する法律に定める学校において行われる教育をいう。以下この条にお

いて同じ。）又は保育が継続的に提供されるよう、次に掲げる事項に

係る連携協力を行う保育所、幼稚園又は認定こども園（以下「連携施

設」という。）を適切に確保しなければならない。ただし、連携施設

の確保が著しく困難であると市が認める地域において家庭的保育事業

等（居宅訪問型保育事業を除く。第17条第２項第３号において同じ。）

を行う家庭的保育事業者等については、この限りでない。 

(1) 利用乳幼児に集団保育を体験させるための機会の設定、保育の

適切な提供に必要な家庭的保育事業者等に対する相談、助言その他

の保育の内容に関する支援（次項において「保育内容支援」という。）

を実施すること。 

(1) 利用乳幼児に集団保育を体験させるための機会の設定、保育の

適切な提供に必要な家庭的保育事業者等に対する相談、助言その他

の保育の内容に関する支援を行う                              

          こと。 

(2) （略） (2) （略） 

(3) 当該家庭的保育事業者等により保育の提供を受けていた利用乳 (3) 当該家庭的保育事業者等により保育の提供を受けていた利用乳
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幼児（事業所内保育事業の利用乳幼児にあっては、第43条に規定す

るその他の乳児又は幼児に限る。以下この号及び第６項第１号にお

いて同じ。）を、当該保育の提供の終了に際して、当該利用乳幼児

に係る保護者の希望に基づき、引き続き当該連携施設において受け

入れて教育又は保育を提供すること。 

幼児（事業所内保育事業の利用乳幼児にあっては、第43条に規定す

るその他の乳児又は幼児に限る。以下この号及び第４項第１号にお

いて同じ。）を、当該保育の提供の終了に際して、当該利用乳幼児

に係る保護者の希望に基づき、引き続き当該連携施設において受け

入れて教育又は保育を提供すること。 

２ 市長は、家庭的保育事業者等による保育内容支援の実施に係る連携

施設の確保が著しく困難であると認める場合であって、次の各号に掲

げる要件の全てを満たすと認めるときは、前項第１号の規定を適用し

ないこととすることができる。 

(1) 家庭的保育事業者等が保育内容支援連携協力者を適切に確保す

ること。 

(2) 次のア及びイに掲げる要件を満たすこと。 

ア 家庭的保育事業者等と保育内容支援連携協力者との間でそれぞ

れの役割の分担及び責任の所在が明確化されていること。 

イ 保育内容支援連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生じない

ようにするための措置が講じられていること。 

 

３ 前項各号の保育内容支援連携協力者とは、第28条に規定する小規模

保育事業Ａ型若しくは小規模保育事業Ｂ型又は事業所内保育事業を行

う者（第５項において「小規模保育事業Ａ型事業者等」という。）で

あって、第１項第１号に掲げる事項に係る連携協力を行うものをいう。 

 

４ 市長は、家庭的保育事業者等による代替保育の提供に係る連携施設

の確保が著しく困難であると認める場合であって、次の各号に掲げる

要件のいずれかを満たす    ときは、第１項第２号の規定を適用しな

いこととすることができる。 

２ 市長は、家庭的保育事業者等による代替保育の提供に係る連携施設

の確保が著しく困難であると認める場合であって、次の各号に掲げる

要件の全てを満たすと認めるときは、前項第２号  の規定を適用しな

いこととすることができる。 

(1) 家庭的保育事業者等が代替保育連携協力者を適切に確保した場

合には、次のア及びイに掲げる要件を満たすと市長が認めること。 

(1) 家庭的保育事業者等と次項に規定する連携協力を行う者との間

でそれぞれの役割の分担及び責任の所在が明確化されていること。 
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ア 家庭的保育事業者等と代替保育連携協力者との間でそれぞれの

役割の分担及び責任の所在が明確化されていること。 

イ 代替保育連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生じないよう

にするための措置が講じられていること。 

(2) 市長が家庭的保育事業者等による代替保育連携協力者の確保の

促進のために必要な措置を講じてもなお当該代替保育連携協力者の

確保が著しく困難であること。 

(2) 次項に規定する連携協力を行う者の本来の業務の遂行に支障が

生じないようにするための措置が講じられていること。 

５ 前項各号の代替保育連携協力者とは、第１項第２号に掲げる事項に

係る連携協力を行う者であって、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、

それぞれ当該各号に定めるものをいう。 

３ 前項の場合において、家庭的保育事業者等は、次の各号に掲げる場

合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を第１項第２号に掲げ

る事項に係る連携協力を行う者として適切に確保しなければならない。 

(1) 家庭的保育事業者等    が家庭的保育事業等を行う場所又は事

業所（次号において「事業実施場所」という。）以外の場所又は事

業所において代替保育が提供される場合 小規模保育事業Ａ型事業

者等                                                       

                                                            

(1) 当該家庭的保育事業者等が家庭的保育事業等を行う場所又は事

業所（次号において「事業実施場所」という。）以外の場所又は事

業所において代替保育が提供される場合 第28条に規定する小規模

保育事業所Ａ型若しくは小規模保育事業所Ｂ型又は事業所内保育事

業を行う者（次号において「小規模保育事業Ａ型事業者等」という。） 

(2) （略） (2) （略） 

６ （略） ４ （略） 

７ （略） ５ （略） 

第８条～第16条 （略） 第８条～第16条 （略） 

（食事の提供の特例） （食事の提供の特例） 

第17条 次の各号に掲げる要件を満たす家庭的保育事業者等は、前条第

１項の規定にかかわらず、当該家庭的保育事業者等の利用乳幼児に対

する食事の提供について、次項に規定する施設（以下「搬入施設」と

いう。）において調理し家庭的保育事業所等に搬入する方法により行

うことができる。この場合において、当該家庭的保育事業者等は、当

該食事の提供について当該方法によることとしてもなお当該家庭的保

第17条 次の各号に掲げる要件を満たす家庭的保育事業者等は、前条第

１項の規定にかかわらず、当該家庭的保育事業者等の利用乳幼児に対

する食事の提供について、次項に規定する施設（以下「搬入施設」と

いう。）において調理し家庭的保育事業所等に搬入する方法により行

うことができる。この場合において、当該家庭的保育事業者等は、当

該食事の提供について当該方法によることとしてもなお当該家庭的保



 

- 
9 - 

育事業所等において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調

理機能を有する設備を備えなければならない。 

育事業所等において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調

理機能を有する設備を備えなければならない。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 当該家庭的保育事業所等又はその他の施設、保健所、市等の栄

養士又は管理栄養士により、献立等について栄養の観点からの指導

が受けられる体制にある等、栄養士又は管理栄養士による必要な配

慮が行われること。 

(2) 当該家庭的保育事業所等又はその他の施設、保健所、市等の栄

養士              により、献立等について栄養の観点からの指導

が受けられる体制にある等、栄養士              による必要な配

慮が行われること。 

(3)～(5) （略） (3)～(5) （略） 

２ （略） ２ （略） 

第18条～第51条 （略） 第18条～第51条 （略） 

附 則 附 則 

１～３ （略） １～３ （略） 

（連携施設に関する経過措置） （連携施設に関する経過措置） 

４ 家庭的保育事業者等（特例保育所型事業所内保育事業者を除く。）

は、連携施設の確保が著しく困難であって、子ども・子育て支援法第

59条第４号に規定する事業による支援その他の必要な適切な支援を行

うことができると市が認める場合は、第７条第１項本文の規定にかか

わらず、施行日から起算して15年を経過する日までの間、連携施設の

確保をしないことができる。 

４ 家庭的保育事業者等（特例保育所型事業所内保育事業者を除く。）

は、連携施設の確保が著しく困難であって、子ども・子育て支援法第

59条第４号に規定する事業による支援その他の必要な適切な支援を行

うことができると市が認める場合は、第７条第１項本文の規定にかか

わらず、施行日から起算して10年を経過する日までの間、連携施設の

確保をしないことができる。 

５～10 （略） ５～10 （略） 
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報告第７号関係 

登米市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例 新旧対照表 

改 正 案 現   行 

第１条～第36条 （略） 第１条～第36条 （略） 

第37条 特定地域型保育事業（事業所内保育事業を除く。）の利用定員

（法第29条第１項の確認において定めるものに限る。以下この章にお

いて同じ。）の数は、家庭的保育事業にあっては１人以上５人以下、

小規模保育事業Ａ型（登米市家庭的保育事業等の設備及び運営に関す

る基準を定める条例（平成26年登米市条例第38号）第29条に規定する

小規模保育事業Ａ型をいう。第42条第３項      において同じ。）及

び小規模保育事業Ｂ型（同条例第32条に規定する小規模保育事業Ｂ型

をいう。第42条第３項      において同じ。）にあっては６人以上19

人以下、小規模保育事業Ｃ型（同条例第34条に規定する小規模保育事

業Ｃ型をいう。附則第４項において同じ。）にあっては６人以上10人

以下、居宅訪問型保育事業にあっては１人とする。 

第37条 特定地域型保育事業（事業所内保育事業を除く。）の利用定員

（法第29条第１項の確認において定めるものに限る。以下この章にお

いて同じ。）の数は、家庭的保育事業にあっては１人以上５人以下、

小規模保育事業Ａ型（登米市家庭的保育事業等の設備及び運営に関す

る基準を定める条例（平成26年登米市条例第38号）第29条に規定する

小規模保育事業Ａ型をいう。第42条第３項第１号において同じ。）及

び小規模保育事業Ｂ型（同条例第32条に規定する小規模保育事業Ｂ型

をいう。第42条第３項第１号において同じ。）にあっては６人以上19

人以下、小規模保育事業Ｃ型（同条例第34条に規定する小規模保育事

業Ｃ型をいう。附則第４項において同じ。）にあっては６人以上10人

以下、居宅訪問型保育事業にあっては１人とする。 

２ （略） ２ （略） 

第38条～第41条 （略） 第38条～第41条 （略） 

（特定教育・保育施設等との連携） （特定教育・保育施設等との連携） 

第42条 特定地域型保育事業者（居宅訪問型保育事業を行う者を除く。

以下この項から第７項までにおいて同じ。）は、特定地域型保育が適

正かつ確実に実施され、及び必要な教育・保育が継続的に提供される

よう、次に掲げる事項に係る連携協力を行う認定こども園、幼稚園又

は保育所（以下「連携施設」という。）を適切に確保しなければなら

ない。ただし、連携施設の確保が著しく困難であると市が認める地域

において特定地域型保育事業を行う特定地域型保育事業者については、

第42条 特定地域型保育事業者（居宅訪問型保育事業を行う者を除く。

以下この項から第５項までにおいて同じ。）は、特定地域型保育が適

正かつ確実に実施され、及び必要な教育・保育が継続的に提供される

よう、次に掲げる事項に係る連携協力を行う認定こども園、幼稚園又

は保育所（以下「連携施設」という。）を適切に確保しなければなら

ない。ただし、連携施設の確保が著しく困難であると市が認める地域

において特定地域型保育事業を行う特定地域型保育事業者については、
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この限りでない。 この限りでない。 

(1) 特定地域型保育の提供を受けている満３歳未満保育認定子ども

に集団保育を体験させるための機会の設定、特定地域型保育の適切

な提供に必要な特定地域型保育事業者に対する相談、助言その他の

保育の内容に関する支援（次項において「保育内容支援」という。）

を実施すること。 

(1) 特定地域型保育の提供を受けている満３歳未満保育認定子ども

に集団保育を体験させるための機会の設定、特定地域型保育の適切

な提供に必要な特定地域型保育事業者に対する相談、助言その他の

保育の内容に関する支援を行う                                

          こと。 

(2) （略） (2) （略） 

(3) 当該特定地域型保育事業者により特定地域型保育の提供を受け

ていた満３歳未満保育認定子ども（事業所内保育事業を利用する満

３歳未満保育認定子どもにあっては、第37条第２項に規定するその

他の小学校就学前子どもに限る。以下この号及び第６項第１号にお

いて同じ。）を、当該特定地域型保育の提供の終了に際して、当該

満３歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の希望

に基づき、引き続き当該連携施設において受け入れて教育・保育を

提供すること。 

(3) 当該特定地域型保育事業者により特定地域型保育の提供を受け

ていた満３歳未満保育認定子ども（事業所内保育事業を利用する満

３歳未満保育認定子どもにあっては、第37条第２項に規定するその

他の小学校就学前子どもに限る。以下この号及び第４項第１号にお

いて同じ。）を、当該特定地域型保育の提供の終了に際して、当該

満３歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の希望

に基づき、引き続き当該連携施設において受け入れて教育・保育を

提供すること。 

２ 市長は、特定地域型保育事業者による保育内容支援の実施に係る連

携施設の確保が著しく困難であると認める場合であって、次の各号に

掲げる要件の全てを満たすと認めるときは、前項第１号の規定を適用

しないこととすることができる。 

(1) 特定地域型保育事業者が保育内容支援連携協力者を適切に確保

すること。 

(2) 次のア及びイに掲げる要件を満たすこと。 

ア 特定地域型保育事業者と保育内容支援連携協力者との間でそれ

ぞれの役割の分担及び責任の所在が明確化されていること。 

イ 保育内容連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生じないよう

にするための措置が講じられていること。 
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３ 前項各号の保育内容連携協力者とは、小規模保育事業Ａ型若しくは

小規模保育事業Ｂ型又は事業所内保育事業を行う者（第５項において

「小規模保育事業Ａ型事業者等」という。）であって、第１項第１号

に掲げる事項に係る連携協力を行うものをいう。 

 

４ 市長は、特定地域型保育事業者による代替保育の提供に係る連携施

設の確保が著しく困難であると認める場合であって、次の各号に掲げ

る要件のいずれかを満たす    ときは、第１項第２号の規定を適用し

ないこととすることができる。 

２ 市長は、特定地域型保育事業者による代替保育の提供に係る連携施

設の確保が著しく困難であると認める場合であって、次の各号に掲げ

る要件の全てを満たすと認めるときは、前項第２号  の規定を適用し

ないこととすることができる。 

(1) 特定地域型保育事業者が代替保育連携協力者を適切に確保した

場合には、次のア及びイに掲げる要件を満たすと市長が認めること。 

ア 特定地域型保育事業者と代替保育連携協力者との間でそれぞれ

の役割の分担及び責任の所在が明確化されていること。 

イ 代替保育連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生じないよう

にするための措置が講じられていること。 

(1) 特定地域型保育事業者と前項第２号に掲げる事項に係る連携協

力を行う者との間でそれぞれの役割の分担及び責任の所在が明確化

されていること。 

(2) 市長が特定地域型保育事業者による代替保育連携協力者の確保

の促進のために必要な措置を講じてもなお当該代替保育連携協力者

の確保が著しく困難であること。 

(2) 前項第２号に掲げる事項に係る連携協力を行う者の本来の業務

の遂行に支障が生じないようにするための措置が講じられているこ

と。 

５ 前項各号の代替保育連携協力者は、第１項第２号に掲げる事項に係

る連携協力を行う者であって、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、

それぞれ当該各号に定めるものをいう。 

３ 前項の場合において、特定地域型保育事業者は、次の各号に掲げる

場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を第１項第２号に掲

げる事項に係る連携協力を行う者として適切に確保しなければならな

い。 

(1) 特定地域型保育事業者    が特定地域型保育事業を行う場所又

は事業所（次号において「事業実施場所」という。）以外の場所又

は事業所において代替保育が提供される場合 小規模保育事業Ａ型

事業者等                                                   

                                                 

(1) 当該特定地域型保育事業者が特定地域型保育事業を行う場所又

は事業所（次号において「事業実施場所」という。）以外の場所又

は事業所において代替保育が提供される場合 小規模保育事業Ａ型

若しくは小規模保育事業Ｂ型又は事業所内保育事業を行う者（次号

において「小規模保育事業Ａ型事業者等」という。） 
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(2) （略） (2) （略） 

６ （略） ４ （略） 

７ （略） ５ （略） 

８ （略） ６ （略） 

９ （略） ７ （略） 

10 （略） ８ （略） 

11 （略） ９ （略） 

第43条～第54条 （略） 第43条～第54条 （略） 

附 則 附 則 

１～４ （略） １～４ （略） 

（連携施設に関する経過措置） （連携施設に関する経過措置） 

５ 特定地域型保育事業者（特例保育所型事業所内保育事業者を除く。）

は、連携施設の確保が著しく困難であって、法第59条第４号に規定す

る事業による支援その他の必要な適切な支援を行うことができると市

が認める場合は、第42条第１項本文の規定にかかわらず、この条例の

施行の日から起算して15年を経過する日までの間、連携施設を確保し

ないことができる。 

５ 特定地域型保育事業者（特例保育所型事業所内保育事業者を除く。）

は、連携施設の確保が著しく困難であって、法第59条第４号に規定す

る事業による支援その他の必要な適切な支援を行うことができると市

が認める場合は、第42条第１項本文の規定にかかわらず、この条例の

施行の日から起算して10年を経過する日までの間、連携施設を確保し

ないことができる。 
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報告第８号関係 

地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例 新旧対照表 

改 正 案 現   行 

第１条～第12条 （略） 第１条～第12条 （略） 

  附 則   附 則 

第１条 （略） 第１条 （略） 

（暫定再任用職員に関する経過措置） （暫定再任用職員に関する経過措置） 

第２条 暫定再任用職員（地方公務員法の一部を改正する法律（令和３

年法律第63号。以下「改正法」という。）附則第４条第１項若しくは

第２項（これらの規定を同法附則第９条第２項の規定により読み替え

て適用する場合を含む。）、第５条第１項から第４項まで、第６条第

１項若しくは第２項（これらの規定を同法附則第９条第２項の規定に

より読み替えて適用する場合を含む。）又は第７条第１項から第４項

までの規定により採用された職員をいう。）で地方公務員法（昭和25

年法律第261号）第22条の４第１項に規定する短時間勤務の職を占め

るものは、第３条の規定による改正後の登米市職員の勤務時間、休暇

等に関する条例（以下この条において「改正後の条例」という。）第

２条第３項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正

後の条例の規定を適用する。 

第２条 暫定再任用職員（地方公務員法の一部を改正する法律（令和３

年法律第63号。以下「改正法」という。）附則第４条第１項若しくは

第２項（これらの規定を同法附則第９条第３項の規定により読み替え

て適用する場合を含む。）、第５条第１項から第４項まで、第６条第

１項若しくは第２項（これらの規定を同法附則第９条第３項の規定に

より読み替えて適用する場合を含む。）又は第７条第１項から第４項

までの規定により採用された職員をいう。）で地方公務員法（昭和25

年法律第261号）第22条の４第１項に規定する短時間勤務の職を占め

るものは、第３条の規定による改正後の登米市職員の勤務時間、休暇

等に関する条例（以下この条において「改正後の条例」という。）第

２条第３項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正

後の条例の規定を適用する。 

第３条～第６条 （略） 第３条～第６条 （略） 
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議案第42号関係 

登米市職員の勤務時間、休暇等に関する条例 新旧対照表 

改 正 案 現   行 

第１条～第８条の２ （略） 第１条～第８条の２ （略） 

（育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限） （育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限） 

第８条の３ （略） 第８条の３ （略） 

２ 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規

則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、

当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著し

く困難である場合を除き、第８条第２項に規定する勤務（災害その他

避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において

同じ。）をさせてはならない。 

２ 任命権者は、３歳に満たない子                のある職員が、規

則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、

当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著し

く困難である場合を除き、第８条第２項に規定する勤務（災害その他

避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において

同じ。）をさせてはならない。 

３ （略） ３ （略） 

４ 前３項の規定は、第15条第１項に規定する日常生活を営むのに支障

がある者を介護する職員について準用する。この場合において、第１

項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員（職員の配偶者

で当該子の親であるものが、深夜（午後10時から翌日の午前５時まで

の間をいう。以下この項において同じ。）において常態として当該子

を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合に

おける当該職員を除く。）が、規則で定めるところにより、当該子を

養育」とあり、並びに第２項                                    

                                      及び前項中「小学校就学

の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、

当該子を養育」とあるのは、「第15条第１項に規定する日常生活を営

むのに支障がある者（以下「要介護者」という。）のある職員が、規

４ 前３項の規定は、第15条第１項に規定する日常生活を営むのに支障

がある者を介護する職員について準用する。この場合において、第１

項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員（職員の配偶者

で当該子の親であるものが、深夜（午後10時から翌日の午前５時まで

の間をいう。以下この項において同じ。）において常態として当該子

を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合に

おける当該職員を除く。）が、規則で定めるところにより、当該子を

養育」とあり、第２項中「３歳に満たない子のある職員が、規則で定

めるところにより、当該子を養育」とあり、及び前項中「小学校就学

の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、

当該子を養育」とあるのは、「第15条第１項に規定する日常生活を営

むのに支障がある者（以下「要介護者」という。）のある職員が、規
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則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と、第１項中「深夜

における」とあるのは「深夜（午後10時から翌日の午前５時までの間

をいう。）における」と、第２項中「当該請求をした職員の業務を処

理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公

務の運営に支障がある」と読み替えるものとする。 

則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と、第１項中「深夜

における」とあるのは「深夜（午後10時から翌日の午前５時までの間

をいう。）における」と、第２項中「当該請求をした職員の業務を処

理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公

務の運営に支障がある」と読み替えるものとする。 

５ （略） ５ （略） 

第８条の４～第14条 （略） 第８条の４～第14条 （略） 

（介護休暇） （介護休暇） 

第15条 介護休暇は、職員が要介護者（配偶者（届出をしないが事実上

婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。）、

父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者（第19条第１項におい

て「配偶者等」という。）で負傷、疾病又は老齢により規則で定める

期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。）

の介護をするため、任命権者が、規則の定めるところにより、職員の

申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一つの継続す

る状態ごとに、３回を超えず、かつ、通算して６月を超えない範囲内

で指定する期間（以下「指定期間」という。）内において勤務しない

ことが相当であると認められる場合における休暇とする。 

第15条 介護休暇は、職員が要介護者（配偶者（届出をしないが事実上

婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。）、

父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者                    

                       で負傷、疾病又は老齢により規則で定める

期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。）

の介護をするため、任命権者が、規則の定めるところにより、職員の

申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一つの継続す

る状態ごとに、３回を超えず、かつ、通算して６月を超えない範囲内

で指定する期間（以下「指定期間」という。）内において勤務しない

ことが相当であると認められる場合における休暇とする。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

第16条～第18条 （略） 第16条～第18条 （略） 

（配偶者等が介護を必要とする状況に至った職員等に対する意向確認

等） 

第19条 任命権者は、職員が配偶者等が当該職員の介護を必要とする状

況に至ったことを申し出たときは、当該職員に対して、仕事と介護と

の両立に資する制度又は措置（以下この条及び次条において「介護両

立支援制度等」という。）その他の事項を知らせるとともに、介護両

 



 

- 17 
- 

立支援制度等の申告、請求又は申出（同条において「請求等」という。）

に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなけ

ればならない。 

２ 任命権者は、職員に対して、当該職員が40歳に達した日の属する年

度（４月１日から翌年の３月31日までをいう。）において、前項に規

定する事項を知らせなければならない。 

（勤務環境の整備に関する措置） 

第20条 任命権者は、介護両立支援制度等の請求等が円滑に行われるよ

うにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。 

(1) 職員に対する介護両立支援制度等に係る研修の実施 

(2) 介護両立支援制度等に関する相談体制の整備 

(3) その他介護両立支援制度等に係る勤務環境の整備に関する措置 

 

（会計年度任用職員の勤務時間、休暇等） （会計年度任用職員の勤務時間、休暇等） 

第21条 （略） 第19条 （略） 

 


